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経済常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。 

 

議案第１３４号 平成２８年度岩国市一般会計補正予算（第２号） 

 本議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決す

べきものと決しました。 

議案第１３９号 平成２８年度錦帯橋管理特別会計補正予算（第２号） 

議案第１４０号 平成２８年度岩国市市場事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１４４号 岩国市観光交流所条例 

議案第１５３号 指定管理者の指定について 

議案第１５４号 指定管理者の指定について 

議案第１５５号 指定管理者の指定について 

議案第１５６号 指定管理者の指定について 

議案第１５７号 指定管理者の指定について 

議案第１５８号 字の区域の変更について 

 以上９議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しまし

た。 

 

それでは、審査の状況について、御報告いたします。 

議案第１３４号 平成２８年度岩国市一般会計補正予算（第２号）のうち、

当委員会所管分の審査におきまして、農林水産業費の農業振興費の中山間地域

所得向上支援事業費補助金に関し、委員中から、本事業の整備概要及び運営に

ついて質疑があり、当局より、本補助金は、ＪＡ山口東が主体となって進めて

いる農産物直売所の整備に係るもので、設置場所はＪＡ山口東本所の敷地内、
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延べ床面積が約１，０００平方メートル、平成２９年１１月にオープンの予定

で、総事業費約４億円のうち２億円を補助するものである。本施設の運営につ

いては、中山間地域に南北２つのルートを設定し、年末年始を除き、毎日集荷

することで、販路の確保による所得や生産意欲の向上、雇用の確保、少量規格

外品の付加価値化等につながるものであるとの答弁がありました。 

これを受けて、委員中から、｢直売所ができることで、岩国市地方卸売市場

や市内の朝市への出荷に係る影響はないのか」との質疑があり、当局より、直

売所へ出荷される農産物の確保については、既存の生産者が増産することによ

り、その必要量が確保される見込みで、直売所が新たな販路となるというメリ

ットにもつながるものと考えている、との答弁がありました。 

続いて、商工費の観光費の観光交流施設管理運営費に関し、委員中から、本

事業の概要及び施設整備に伴う目的について質疑があり、当局より、今回の補

正予算で計上している事業は、岩国市観光交流所となる國安家住宅内の空調設

備を整備するにあたり、設計業務を委託するものである。登録有形文化財であ

る本施設を、観光客と地域住民との交流や観光情報を提供する場としての位置

づけとし、周辺の景観と一体となったものとして活用を図りたいと考えている、 

との答弁がありました。 

これを受けて、委員中から、｢市内には観光協会や観光プロモーション戦略

協議会といった団体もあるほか、観光のみならず、地域のまちづくりを推進す

るという目的も掲げている各種計画との兼ね合いも重要となる。本施設を管理

運営していく中で、それら団体との協議や計画との関連については、どのよう

に捉えているのか」との質疑があり、当局より、市内の関係団体とは、施設の

位置づけや情報提供のあり方について協議を重ねているところである。本施設
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は来年の３月に開館を予定していることから、地元のまちづくり団体とも一体

となって、観光交流を中心としたまちづくりを進めてまいりたい、との答弁が

ありました。 

本議案のうち、当委員会所管分については、慎重審査の結果、全会一致で可

決すべきものと決しました。 

次に、議案第１４４号 岩国市観光交流所条例の審査におきまして、委員中

から、本施設の設置後の、観光客の動線を含めた岩国・横山地域の観光におけ

る全体的な考え方について質疑があり、当局より、現段階では、錦帯橋の下河

原の駐車場を起点として、本施設を情報収集等の場として利活用していただい

た後、錦帯橋から横山へという流れを想定しているが、今後整備が予定されて

いる 仮称 錦帯橋資料館が完成した暁には、近接の大明小路を含めた新しい周

遊の形態ができることにより、滞在時間を少しでも延ばしていただけるものと

考えている、との答弁がありました。 

本議案につきましては、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決し

ました。 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございま

せん。 

以上で、経済常任委員会の審査報告を終わります。 


